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建築物全体としての認定の他に、住宅部分全体又は非住宅部分全体の認定を申請できます。



外皮性能・一次エネルギー消費性能は、それぞれ誘導基準に適合する必要があります。

既存建築物の増改築等を行う際には、原則、建築物全体で誘導基準に適
合させる必要がありますが、2022年 10月 1日において現に存する建
築物については、増改築等を行う部分について誘導基準に適合させると
ともに、建築物全体では省エネ基準レベルへの適合を求めます。
※ 2022年 10月 1日より後に建てられた建築物の増改築については、建築物全体で誘導基準へ
の適合を求めます。



対象とする建築物等によって、使用可能な計算方法が異なります。

建築物省エネ法の省エネ基準適合義務制度との関係を教えてください。

性能向上計画認定を受けた建築物は、建築物省エネ法第11条第 1項のエネルギー消費性能適合性判定（省エネ適判）を受
ける必要がある場合には、適合判定通知書の交付を受けたものとみなされます。
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